
ひろしん長期固定金利型住宅ローン フラット３５ 
（機構買取型） 

    （令和元年１０月１日現在） 

１．商品名 ○ひろしん長期固定金利型住宅ローン フラット３５ 

２．ご利用いただける方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次のすべてを満たす方 

① お申込日において、７０才未満の方 

② 日本国籍を有する方または永住許可を受けている外国人の方 

③ 団体信用生命保険に原則加入できる方 

④ 当金庫の会員となれる方 

   ・当金庫の地区内に住所または居所を有する方 

   ・当金庫の地区内の事業所に勤務されている方 

   上記条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資していただ

き、会員となることができます。なお、会員となっていただかなくても、

ご融資をさせていただくことが可能な場合もありますので、詳しくは、

窓口にお問い合わせください。 

３．お使いみち 

 

 

○お申込ご本人が所有し、ご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅

の建設・購入資金、中古住宅の購入資金（リフォーム工事費用を含む）または

その借換資金とします。 

（ただし、当金庫住宅ローンはお借換できません） 

４．ご融資金額 

 

 

 

○１００万円以上８，０００万円以内（１万円きざみ） 

 ただし、住宅建設費（購入費用）の１００％以内とします。 

 お借換の場合は借換対象住宅ローンの残高および適合証明費用または担保評

価額の２００％のいずれか低い額までとします。 

５．ご融資期間 

 

 

 

 

 

○次のうち、いずれか短い期間とします。 

 ① １５年以上３５年以内。ただし、借入申込日における年齢が６０歳以上

の場合は、返済期間の下限は１０年とします。 

 ② 完済時の年齢が８０才になるまでの期間。 

 ③ お借換の場合は、３５年から住宅取得時の住宅ローンの借入日からの経

過期間を減じた期間を上限とします。 

６．ご融資利率 

 

 

 

○全期間固定金利とします。 

 ※実行時の適用利率は、「実行日現在」の金利となります。「お申込日現在」

の金利と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 ※ご融資利率につきましては、窓口にお問い合わせ下さい。 

７．ご返済方法 

 

 

 

 

○毎月の元利均等または元金均等返済とします。また、融資金額の４０％以内

での６ヵ月毎のボーナス返済の併用もできます。ご返済金は、ご指定いただ

いた口座より毎月一定日に自動支払にてお支払いいただきます。 

 ※具体的な返済額は、窓口でお申し出いただければ試算いたします。また、

当金庫ホームページでも返済額の試算ができます。 

８．保証人 ○不要です。 

９．住宅の要件 

 

 

 

 

 

 

○住宅金融支援機構が指定する物件検査機関から住宅金融支援機構が定める技

術基準に適合することを証する証明書の交付を受けた以下の住宅とします。 

 ① 床面積（専有面積） 

   １）一戸建て住宅・・・７０㎡以上 

   ２）共同建て住宅・・・３０㎡以上 

 ② 住宅価額 

   一戸あたりの住宅建設費または住宅購入価額が１億円以下であること 

 

 

 

 

 



１０．お借換の要件 

 

 

 

 

 

 

○お借換の対象となる住宅ローンは以下のとおりとします。 

① お借入日から１年以上経過していること 

② 住宅取得時にお借入された住宅ローンの融資額が８，０００万円以下で、

かつ住宅の建設費または購入価額の１００％以内であること 

③ リフォーム工事実施が中古住宅取得から２年以内に行われているか（リ

フォーム一体型を利用する場合） 

１１．担保 

 

○担保物件は、融資の対象である住宅およびその敷地とし、住宅金融支援機構

が第一順位の抵当権を設定させていただきます。 

１２．融資手数料 

 

 

 

○【手数料定率型】ご融資金額の２．２０％（消費税含む） 

○【手数料定額型】５５，０００円（消費税含む） 

 ※早期にご完済された場合であっても、融資手数料は返戻されませんのであ

らかじめご了承下さい。 

１３．団体信用生命保険 

 

 

 

 

○ローンをご利用になる方は、住宅金融支援機構が契約している保険会社の団

体信用生命保険にご加入していただきますので、万一の場合でも、ご家族に

負担がかかりません。 

 ※保険料は、お申込人のご負担となります。具体的な保険料は、窓口にお問

い合せください。 

１４．火災保険 

 

○ご融資の際、担保として差し入れていただく建物に取得価格または時価

相当額を保険金額とする火災保険の付保が必要となります。 

１５．苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○苦情処理措置 

 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引店またはリスク統括部お客様相

談室（９時～１７時、フリーダイヤル０１２０－３２３－０２３）にお申し

出ください。 

○紛争解決措置 

東京弁護士会(電話：０３－３５８１－００３１）、第一東京弁護士会（電話：

０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３－３５８１－

２２４９）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用

を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記リスク統括部お客様相談室ま

たは全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：０３－３５１７－５８２５）

にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会（東京三弁護士

会）に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京

都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客さまの

アクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議シ

ステム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域の

弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）もあります。詳しくは、

東京三弁護士会、当金庫リスク統括部お客様相談室もしくは全国しんきん相

談所にお問い合せください。 

１６．その他 

 

 

 

 

 

○１つの融資対象住宅に対して、返済期間の異なる融資の併せ融資を取組む

ことも可能です。詳しくは、窓口にお問い合わせ下さい。 

○本商品は、住宅金融支援機構の証券化支援事業を活用しております。お申込

人へのご融資と同時にその住宅ローン債権を住宅金融支援機構が買取りいた

しますが、お申込人のご返済手続や各種お手続きはすべて当金庫が行います。 

○一部繰上返済は約定返済日に限り可能です。 

 

 

 

 

 

 

 


